
北九州市福祉用具等利用促進協議会設置要綱 
 

 
（設置） 
第１条 協議会は、介護及び自立支援のための福祉用具の効果的活用や事故に対する安

全対策等について検討を行い、良質な福祉用具の普及を図るため、北九州市福祉用具

等利用促進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議し推進する。 
（１）ニーズに合致していない福祉用具の導入例や事故のリスク管理について 
（２）福祉用具の効果的な活用や安全対策について 
（３）その他必要と認められる事項 

 
（組織） 
第３条 協議会は、次に掲げる者をもって組織し、１０名以内の委員で構成する。 
（１）福祉用具の利用に関する専門的知識を有する者 
（２）介護福祉サービスに従事する者 
（３）利用者を代表する立場にある者 
（４）福祉用具製造・販売事業者 

２ 委員は、指定管理者が委嘱する。 
３ 前項の規定により委員を委嘱する場合には、指定管理者は、事前に市と協議しなけ

ればならない。 
４ 委員が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）または暴力団（暴

対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）もしくは暴力団員と密接な

関係を有する者であると判明したときは、これを解嘱する。 
 
（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任することを妨げない。 
 
（委員長） 
第５条 協議会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 
２ 委員長は、協議会を代表し、協議会を総括する。 
３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理

する。 
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（庶務） 
第６条 協議会の庶務は、指定管理者が行う。 
 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 

附 則 
１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 
２ この設置要綱施行後、最初に委嘱するものの任期については、第４条第２項の規

定に関わらず、平成１６年３月３１日までとする。 
 

附 則 
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 
  附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
 
 

 


